
契約書（案） 

 

糸島市（以下「甲」という。）と〇〇〇〇〇〇〇（以下「乙」という。）とは、糸島市役所本

庁舎で使用する電力の需給について、次のとおり契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条 乙は、別紙「糸島市役所本庁舎で使用する電力の仕様書」に基づき電力を需要に応じ

て供給し、甲は、当該電力の供給を受け、自己の必要に応じて使用するものとする。 

（契約単価） 

第２条 契約単価は、次のとおりとし、いずれの額も消費税及び地方消費税を含む。 

基本料金単価（円／kW） 金〇〇〇円〇〇銭 

夏季電力量料金単価（円／kWh） 金〇〇円〇〇銭 

その他季電力量料金単価（円／kWh） 金〇〇円〇〇銭 

（契約期間） 

第３条 契約期間は、契約日から 平成３０年４月３０日まで（地方自治法(昭和２２年法律第

６７号)第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約）とし、電力使用期間を平成２９年５月

１日から平成３０年４月３０日までとする。 

（長期継続契約） 

第４条 当契約は、長期継続契約であり、予算措置のなされるかぎり第３条に定めがある期間

契約を行うものとする。 

（予算の減額又は削除に伴う解除等） 

第５条 翌年度以降において、甲の歳入歳出予算の該当金額について減額又は削除があった場

合は、本契約は解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定によりこの契約が解除される場合であって、乙に損害があるときは、甲

に対し、その損害の賠償を請求することができる。 

（契約保証金） 

第６条 乙は、この契約の締結と同時に契約保証金として、〇〇〇〇〇〇円を納付するものと

し、甲は契約履行確認後に全額を還付する。 

（権利義務の譲渡等の禁止）  

第７条 乙は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはなら

ない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（使用電力量の増減） 

第８条 甲の使用電力量は、甲の都合により予定使用電力量を増減することがある。 

（接続供給契約等により生じる債務の負担） 

第９条 乙が九州地区の旧一般送配電事業者と締結する接続供給契約等によって電気の供給

を行う場合は、当該接続供給契約等によって生じる料金その他の金銭債務（甲に起因し生じ



る金銭債務を除く。）は、乙が負担するものとする。 

（契約電力） 

第 10 条 各月の契約電力については、その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力の

うち、いずれか大きい値の電力とする。 

（契約電力の変更） 

第 11 条 前条の場合において、最大需要電力が 500kW 以上となった場合は、甲乙協議の上、

契約電力を速やかに定めることとし、甲が契約電力の変更前に契約電力を超えて電気を使用

した場合は、超過金を乙に支払うものとする。 

（使用電力量の計量） 

第 12 条 乙は、毎月、月末の午後 12 時に計量器に記録された値を読みとり、当該計量した使

用電力量（前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。）を甲に通知しなければな

らない。なお、通知の方法は、甲乙協議して定めるものとする。 

２ 電力量料金の算定は、前項の使用電力量により行うものとする。 

（事情変更） 

第 13 条 甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天変地異、法令の改正または改廃その

他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には、

甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。 

２ 前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協議の上、

書面により定めるものとする。 

（料金の算定方法及び支払） 

第 14 条 乙は、第１２条第１項の計量結果の通知後、当該月に係る電気料金の支払いを請求

する。 

２ 電気料金は、次の各号に掲げる料金を合算した額とする。 

（１）基本料金 契約電力及び第２条の定める基本料金単価、力率を用いて以下の算式により

算出する。 

・基本料金＝契約電力×基本料金単価×（１．８５－力率／１００） 

（２）電力量料金 使用電力量及び第２条の定める電力量料金単価を用いて以下の算式により

算出する。 

・電力量料金＝使用電力量×電力量料金単価 

（３）燃料費調整額 燃料費調整額は、使用電力量及び九州地区の旧一般電気事業者が採用す

る燃料費調整単価を用いて以下の算式により算出する。 

・燃料費調整額＝使用電力量×（±燃料費調整単価） 

（４）再生可能エネルギー発電促進賦課金 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、九州地区

の旧一般電気事業者が定める特定規模需要電気供給条件による。 

３ 料金の算定に係る端数調整は、次の各号のとおりとする。 

（１）契約電力の単位は１kWとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。 



（２）使用電力量の単位は１ｋWhとし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。 

（３）力率の単位は１％とし、その端数は小数点以下第１位で四捨五入する。  

４ 甲は第１項の規定により適法な支払請求書を受理した日から３０日以内に支払うものと

する。 

５ 甲の責に帰すべき理由により、前項による支払約定期間内に料金が支払われなかったとき

は、乙は甲に対して支払期限到達の日の翌日から支払を完了した日までの日数に応じ、政府

契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項に基づく率によ

り計算した額の遅延利息を甲に請求することができる。 

（契約解除等） 

第 15 条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除する

ことができる。 

（１）乙がこの契約に違反したとき。 

（２）乙の電力供給の処理が不適当と甲が認めたとき。 

（３）乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。 

 （４）乙又は乙の役員等が、次のいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は次

に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 

イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を

もって暴力団又は暴力団員を利用している者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若し

くは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に避難されるべき関係を有している者 

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

２ 前項第１号の規定によりこの契約が解除されるときは、乙は、当該契約期間中の予定使用

電力量に第２条に定める契約金額（電力量料金単価）を乗じて得た額と契約電力に契約金額

（基本料金単価）を乗じて得た額（消費税込）の１０分の１に相当する金額を違約金として

甲に支払わなければならない。 

３ 第１項第２号から第４号のいずれかの規定によりこの契約が解除されたときは、乙は、甲

にその損失の補償を請求することができない。 

（乙の解除権） 

第 16 条 乙は、甲がこの契約に違反し、合理的な期間内に違反を解消しないときは、この契

約を解除することができる。 

２ 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、甲

にその損害を請求することができる。 



（解除の効果） 

第 17 条 この契約が解除された場合には、第 1 条に規定する甲及び乙の義務は消滅する。 

２ 甲は、この契約が解除された場合において、甲が解除された日を含む月に電力の供給を受

けている場合は、基本料金を以下の計算式で算定した電気料金を乙に支払わなければならな

い。 

・解除月の基本料金＝基本料金×（日割計算対象日数／暦日数） 

（秘密の保持） 

第 18 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を、他人に漏らしてはならない。この

契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（契約の費用） 

第 19 条 この契約の締結に要する費用は乙の負担とする。 

（疑義等の決定） 

第 20 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して

定めるものとする。 

 

この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自

その１通を保有すものとする。 

 

 

平成２９年  月  日 

 

甲  福岡県糸島市前原西一丁目１番１号 

糸島市 

糸島市長 月形 祐二  

             乙 

 


